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適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

■巡回指導とは？

よく言われますが、、、監査ではありません！あくまでも指導です！

・監査 → 行政（運輸支局等）が実施

無通告、違反があれば行政処分あり

・巡回指導→ トラック協会の適正化指導員が実施

事前に通知、指導及びアドバイス

しかし、違反事項が多いと、、、それをきっかけに監査となりかねません！

■予防の側面も！

法令違反や違法行為を早期発見して改善することで、重大な行政処分を未然

に防ぐ「健康診断」のようなものです。

一番大切なことは、一度きりの対応では無く継続して見直し、維持していく

ことです。
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A．巡回指導の総合評価

A 「適」が９０％以上 D 「適」が６０％以上７０％未満

B 「適」が８０％以上９０％未満 E 「適」が６０％未満

C 「適」が７０％以上８０％未満 その他 指導項目が２６項目以下の場合

調査項目の「適」の占める割合で評価しております

※重点項目（９項目）が「否」の場合は、ワンランクダウンした評価となります
B．重点項目
１．運行管理者が選任され届出されているか
⇒ 選任された運行管理者がまったくいない ・・・運輸支局速報

２．過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、
睡眠のための時間が適正に管理されているか

３．点呼の実施及びその記録、保存が適正か
⇒ 点呼を全く実施していない ・・・運輸支局速報

４．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか
５．特定の運転者に対して特別な指導を行っているか
６．特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか
７．整備管理者が選任され、届出されているか
⇒ 選任された整備管理者がまったくいない ・・・運輸支局速報

８．定期点検基準を作成し、これに基づき適正に点検・整備を行い点検整備記録が保存されているか
⇒ 定期点検をまったくしていない ・・・運輸支局速報

９．所定の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか

※巡回指導における総合評価が「E」と判定され、３ヶ月以内に指導項目の点呼・過労防止が改善に
ならない、健康診断２名以上未受診 ・・・運輸支局速報

適正化事業部

２

１．巡回指導の重点項目について

check！

要注意



適正化事業部
１．巡回指導の重点項目について

３

３回続けてＤ・Ｅ評価の営業所は、
監査・処分の対象となります！ 注意！

令和５年
４月１日
より



A．事業計画等・帳票類の整備報告等（過去３年間の４月～１１月累計実績）

適正化事業部

４

区 分 重
点

調 査 項 目

令和７年度 令和６年度 令和５年度

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」
割合
（％）

ワース
ト１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」
割合
（％）

ワース
ト１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」
割合
（％）

ワース
ト１０

Ⅰ.事業計画等 1.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか 467 1 0.2% 451 4 0.9% 513 1 0.2%

2.営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか 467 13 2.8% 451 9 2.0% 513 13 2.5%

3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか 467 5 1.1% 451 6 1.3% 513 2 0.4%

4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か 467 5 1.1% 451 6 1.3% 513 4 0.8%

5,乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か 467 0 0.0% 451 1 0.2% 513 1 0.2%

6.
届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷
主の名称変更等）

286 1 0.3% 211 1 0.5% 311 0 0.0%

7.
自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）
はないか

465 1 0.2% 416 0 0.0% 483 0 0.0%

8.名義貸し、事業の貸渡し等はないか 465 0 0.0% 416 0 0.0% 483 0 0.0%

Ⅱ.帳票類の 1.事故記録が適正に記録され、保存されているか 194 1 0.5% 192 0 0.0% 217 0 0.0%

整備報告等 2.自動車事故報告書を提出しているか 32 0 0.0% 24 0 0.0% 22 1 4.5%

3.運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか 467 9 1.9% 451 11 2.4% 512 12 2.3%

4.車両台帳が整備され、適正に記入等がされているか 467 3 0.6% 451 2 0.4% 513 0 0.0%

5.
事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか(本社巡回
に限る)

283 23 8.1% ⑥ 225 14 6.2% ⑧ 326 28 8.6% ⑧

１．巡回指導項目別調査結果



B．運行管理等

適正化事業部

５

区 分 重
点

調 査 項 目

令和７年度 令和６年度 令和５年度

調査
件数

「否」
件数

「否」割
合
（％）

ワース
ト １０

調査
件 数

「否」
件数

「否」割
合
（％）

ワース
ト １０

調査
件数

「否」
件数

「否」割
合
（％）

ワース
ト １０

Ⅲ.運行管理等 1.運行管理規程が定められているか 467 0 0.0% 451 0 0.0% 513 1 0.2%

○ 2.運行管理者が選任され、届出されているか 463 6 1.3% 416 5 1.2% 483 4 0.8%

3.運行管理者に所定の研修を受けさせているか 456 30 6.6% ⑧ 404 29 7.2% ⑤ 471 43 9.1% ⑦

4.事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか 465 1 0.2% 416 0 0.0% 483 3 0.6%

○ 5.

過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗
務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理さ
れているか

467 38 8.1% ⑤ 452 28 6.2% ⑨ 513 61 11.9% ⑥

6.過積載による運送を行っていないか 464 0 0.0% 416 0 0.0% 483 0 0.0%

○ 7.点呼の実施及びその記録、保存は適正か 467 44 9.4% ④ 452 35 7.7% ④ 515 69 13.4% ④

8.乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か 467 4 0.9% 452 3 0.7% 515 4 0.8%

9.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か 430 5 1.2% 391 2 0.5% 462 10 2.2%

10.運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か 150 8 5.3% ⑩ 123 5 4.1% 146 18 12.3% ⑤

○ 11.
乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っている
か

467 27 5.8% ⑨ 450 30 6.7% ⑥ 513 33 6.4% ⑩

○ 12.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか 344 82 23.8% ① 316 60 19.0% ① 352 73 20.7% ①

○ 13.特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか 342 37 10.8% ② 314 34 10.8% ② 355 68 19.2% ②

１．巡回指導項目別調査結果



C．車両管理等・労基法等・法定福利費・運輸安全マネジメント

ワースト１位：特別指導 ワースト２位：適性診断 ワースト３位：整管研修
ワースト４位：点呼の実施 ワースト５位：過労防止 ワースト６位：事業・実績
ワースト７位：健康診断 ワースト８位：運管講習 ワースト９位：安全指導
ワースト１０位：運行指示書

適正化事業部

６

区 分 重
点

調 査 項 目

令和７年度 令和６年度 令和５年度

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」
割合
（％）

ワース
ト１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」
割合
（％）

ワース
ト１０

調 査
件 数

「否」
件 数

「否」
割合
（％）

ワース
ト１０

Ⅳ.車両管理等 1.整備管理規程が定められているか 461 0 0.0% 423 0 0.0% 484 0 0.0%

○ 2.整備管理者が選任され、届出されているか 461 2 0.4% 418 7 1.7% 483 2 0.4%

3.整備管理者に所定の研修を受けさせているか 436 45 10.3% ③ 393 35 8.9% ③ 438 66 15.1% ③

4.
日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行って
いるか

467 17 3.6% 451 6 1.3% 511 9 1.8%

○ 5.

定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備
を行い、点検整備記録簿等が保存されているか 467 17 3.6% 451 22 4.9% 513 33 6.4%

Ⅴ.労基法等 1.就業規則が制定され、届出されているか 340 1 0.3% 319 4 1.3% 319 1 0.3%

2.３６協定が締結され、届出されているか 458 13 2.8% 413 9 2.2% 478 13 2.7%

3.
労働時間、休日労働について違法性はないか（運転時間を
除く） 465 0 0.0% 416 1 0.2% 482 0 0.0%

○ 4.
所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされて
いるか

466 33 7.1% ⑦ 451 30 6.7% ⑦ 513 39 7.6% ⑨

Ⅵ.法定福利費 1.労災保険・雇用保険に加入しているか 462 3 0.6% 434 9 2.1% 502 2 0.4%

2.健康保険・厚生年金保険に加入しているか 463 6 1.3% 444 9 2.0% 508 4 0.8%

Ⅶ.運輸安マネ 1.運輸安全マネジメントの実施は適切か 465 11 2.4% 416 15 3.6% 483 15 3.1%

１．巡回指導項目別調査結果



適正化事業部

７

１．巡回指導の重点項目について ）

これからテストをします！

問題の下線部が正しい場合は〇を間違っている場合は×を付けて

ください。

設定

・宮城県内に本社営業所があり決算は５月末

・休憩室、睡眠室の届出あり

・運転業務をするものは、常時運転する１０名と年に数回程度

運転する倉庫作業員１名の計１１名

・深夜業務をしている運転者が数名いる



適正化事業部

１．巡回指導の重点項目について

Q１：事業報告書、事業実績報告書は、決算から１００日以内の

提出なので２つとも８月初めに届出します。

Ｑ２：当初は、泊を伴う運行があったので休憩室、睡眠室で届出

しています。現在は日帰り運行だけなので睡眠室の寝具は

撤去して休憩室として使っています。

Ｑ３：運転者台帳は、常時運転する１０名分を作成しています。

年に数回程度運転する者は作成していません。

Ｑ４：乗務員教育について、毎月実施するのが難しいので３ヶ月

毎に実施しています。

Ｑ５：乗務員教育は、常時運転する１０名に実施しています。年

に数回程度運転する者には実施していません。
８



適正化事業部

９

１．巡回指導の重点項目について

Ｑ６：選任している運行管理者が一般講習を令和７年３月に受講

しました。次は令和９年の５月に受講予定です。

Ｑ７：毎月８日程度早朝４時から運転しているドライバーがいる

が年１回健康診断を受診させている。

Ｑ８：継続９時間の休息期間を与えることが困難なため分割休息

として次の対応をした。

月曜１０時 １５時 １８時 ２２時 火曜１時 ４時 ８時

始業 始業

拘束時間 休息期間 拘束時間 休息期間 拘束時間 休息期間

５時間 ３時間 ４時間 ３時間 ３時間 ４時間

Q１（ ）Q２（ ）Q３（ ）Q４（ ）

Q５（ ）Q６（ ）Q７（ ）Q８（ ）



適正化事業部

１０

２．法改正関係



適正化事業部

１１

２．法改正関係



適正化事業部

１２

２．法改正関係



適正化事業部

１３

２．法改正関係



適正化事業部

１４

２．法改正関係



適正化事業部

１５

２．法改正関係



適正化事業部

１６

２．法改正関係



適正化事業部

１７

２．法改正関係



適正化事業部

１８

２．法改正関係



適正化事業部

３

２．法改正関係

１９



適正化事業部

２０

３．健康起因事故対策について

安全な運送には、運転者が健康であるということが重要



適正化事業部
３．健康起因事故対策について

２１

健康起因事故とその報告件数の推移



適正化事業部
３．健康起因事故対策について

２２

健康起因事故対策の全体像



適正化事業部

２３

３．健康起因事故対策について

点呼 指導・監督



適正化事業部

２４

３．健康起因事故対策について

事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル



適正化事業部

２５

３．健康起因事故対策について

健康起因事故の疾病別の内訳（平成２６年～令和５年）



適正化事業部
４．その他（整備管理者選任後研修）

２６



適正化事業部

４．その他（アンケートのお願い）

QRコードをスマートフォンで読み取ってください。

本日の講習会について
アンケートにご協力ください。

※本日の講習会資料は、宮城県トラック協会ホームページにPDFデータを
掲載しておりますので、必要な方はダウンロードしてください。
宮城県トラック協会HP「適正化情報・Gマーク」
https://www.miyatokyo.or.jp/wp/wpcontent/themes/blanksla
te/teki/

２７

https://www.miyatokyo.or.jp/wp/wpcontent/themes/blankslate/teki/
https://www.miyatokyo.or.jp/wp/wpcontent/themes/blankslate/teki/


適正化事業部
■テストの回答と解説

２８

テストの回答です！

Q１ → ×

事業報告書は企業の決算日から１００日以内、事業実績報告書は前年４月１日から３月

３１日までの１年間の実績を毎年７月１０日までに提出してください。

Q２ → ×

睡眠室として届出しているのであれば、清潔な布団、ベッド等の寝具が必要になります。

※休憩室は必須ですが、睡眠室は運行計画上必要がなければ削除しても構いません。

Q３ → ×

自社で雇用する運転者全員が対象となります。仮に経営者や管理者等がまれにトラック

に乗務するという場合でも作成しなければなりません。

Ｑ４ → ○

法定１２項目を１年間で実施しますが、開催回数の定めがないため１ヵ月毎に１項目、

２ヵ月毎に６項目の実施でも可能です。但し、きちんと計画を立てて運転者全員に確実

に実施し、欠席者にもフォローをしてください。



適正化事業部
■テストの回答と解説

２９

Ｑ５ → ×

当該営業所で選任運転者として運転者台帳を作成している方は全員受講対象になります。

なお、指導者として参加している場合も受講しているとみなします。

Ｑ６ → ×

当該営業所で選任されている運行管理者は一般講習を受講した日付の年度から２年に１

回受講する必要があります。令和７年３月は令和６年度なので次回は令和８年度（令和

８年４月１日から令和９年３月３１日）に受講する事。

Ｑ７ → ×

深夜業（２２：００～翌朝５：００）を１週１回以上または１ヵ月に４回以上実施して

いる場合は６ヶ月毎に年２回受診する必要があります。

Ｑ８ → ×

休息期間の合計が、３＋３＋４＝１０時間です。３分割に必要な１２時間に達していま

せん。



MEMO
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